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第 1 節  計画の趣旨・目的  

 

こ れ ま で の 廃 棄 物 処 理 は 、廃 棄 物 を 適 正 に 処 理 す る こ と に よ り 、生 活 環

境 を 保 全 し 公 衆 衛 生 の 向 上 を 図 る こ と に 主 眼 を 置 い て き ま し た 。  

し か し 、 私 た ち が 生 活 の 豊 か さ を 求 め る 結 果 、 ご み は 質 的 に 多 様 化 し 、

そ の 排 出 量 は 増 加 し 続 け 、ご み の 適 正 化 処 理 の 困 難 性 や 最 終 処 分 場 の 確 保

難 、町 財 政 の ひ っ 迫 な ど 地 域 レ ベ ル の 問 題 が 深 刻 化 し て い ま す 。ま た 、大

規 模 な 資 源 採 取 に よ る 自 然 破 壊 や 資 源 の 枯 渇 、二 酸 化 炭 素 な ど 温 室 効 果 ガ

ス の 排 出 に 伴 う 地 球 温 暖 化 な ど 環 境 問 題 に も 密 接 に 関 係 し て い ま す 。  

国 に お い て は 、第 4 次 循 環 型 社 会 形 成 推 進 基 本 計 画 を 策 定（ 平 成 30 年 6

月 ）し 、こ れ ま で の 廃 棄 物 の 量 に 着 目 し た 施 策 に 加 え 、 誰 も が 持 続 可 能 な

形 で 資 源 を 利 用 し な が ら 、健 康 で 安 全 な 生 活 と 豊 か な 生 態 系 が 確 保 さ れ た

世 界 を 構 築 す る た め 、環 境 的 側 面 、経 済 的 側 面 、社 会 的 側 面 を 総 合 的 に 向

上 さ せ る こ と を 目 標 と し て い ま す 。  

ま た 、市 町 村 に は 多 種 多 様 な 地 域 循 環 圏 の 形 成 等 、住 民 の 生 活 に 密 着 し

た 基 礎 的 自 治 体 と し て の 役 割 を 果 た し 、緊 密 に 連 携 し て 協 力 し て い く こ と

が 標 榜 さ れ て い ま す 。  

兵 庫 県 に お い て は 平 成 30 年 8 月 に 廃 棄 物 処 理 計 画 を 改 訂 し 、 廃 棄 物 の

リ デ ュ ー ス （ 発 生 抑 制 ）、 リ ユ ー ス （ 再 使 用 ）、 リ サ イ ク ル （ 再 利 用 ） を 循

環 型 社 会 と 低 炭 素 社 会 の 統 合 的 な 取 り 組 み と し て 促 進 す る と と も に 、頻 発

す る 自 然 災 害 へ の 対 応 と し て 、被 災 地 の 早 期 復 興 、公 衆 衛 生 の 確 保 を 図 る

た め 、災 害 廃 棄 物 処 理 体 制 の 具 体 事 項 を ま と め た 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 を 策

定 し て い ま す 。  

本 町 に お い て も 、こ れ ら の 背 景 や 社 会 情 勢 の 変 化 を 踏 ま え な が ら 、ご み

の 減 量 化 、再 資 源 化 及 び 適 正 処 理 に 関 す る 取 り 組 み を 総 合 的 か つ 計 画 的 に

推 進 し 、持 続 可 能 な 社 会 へ と つ な が る 循 環 型 社 会 の 構 築 を 目 指 し た 太 子 町

一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 を 策 定 し ま す 。  

第 1 章  計画の基本的事項  
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第２節  計画の位置付け  

 

本 計 画 は 、廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 第 6 条 第 1 項 の 規 定 に 基

づ き 、本 町 が 長 期 的 な 視 点 に 立 っ て 、ご み の 排 出 抑 制 及 び そ の 発 生 か ら 最

終 処 分 に 至 る ま で の 適 正 な 処 理 を 進 め る た め の 基 本 的 な 方 向 性 を 具 体 化

さ せ る た め の 個 別 計 画 と し て 位 置 づ け 、関 係 法 令 、国 や 県 が 定 め る 諸 計 画

及 び 本 町 に お け る 上 位 計 画 で あ る 太 子 町 総 合 計 画 と の 整 合 を 図 り ま す 。  

 

環境基本法

【環境基本計画】

循環型社会形成推進基本法

【環境循環型社会形成推進基本計画】

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

【廃棄物処理基本方針】

兵庫県廃棄物処理計画

各種リサイクル法

○容器包装リサイクル法

○家電リサイクル法 など

一般廃棄物処理基本計画

一般廃棄物処理実施計画

太子町総合計画
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廃棄物の処理及び清掃に関する法律（抜粋）  

 

（ 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 ）  

第 6 条  市 町 村 は 当 該 市 町 村 の 区 域 内 の 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 計 画

（ 以 下 「 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 」 と い う 。） を 定 め な け れ ば な ら な い 。  

2 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 に は 、環 境 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、当 該 市 町

村 の 区 域 内 の 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 関 し 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

一  一 般 廃 棄 物 の 発 生 量 及 び 処 理 量 の 見 込 み  

二  一 般 廃 棄 物 の 排 出 の 抑 制 の た め の 方 策 に 関 す る 事 項  

三  分 別 し て 収 集 す る も の と し た 一 般 廃 棄 物 の 種 類 及 び 分 別 の 区 分  

四  一 般 廃 棄 物 の 適 正 な 処 理 及 び こ れ を 実 施 す る 者 に 関 す る 基 本 的 事 項  

五  一 般 廃 棄 物 の 処 理 施 設 の 整 備 に 関 す る 事 項  

3 市 町 村 は 、そ の 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 を 定 め る に 当 た っ て は 、当 該 市 町

村 の 区 域 内 の 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 関 し 関 係 を 有 す る 他 の 市 町 村 の 一 般

廃 棄 物 処 理 計 画 と 調 和 を 保 つ よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  

4 市 町 村 は 、 一 般 廃 棄 物 処 理 計 画 を 定 め 、 又 は こ れ を 変 更 し た と き は 、

遅 滞 な く 、 こ れ を 公 表 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な い 。  
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第 3 節  計画の期間  

  

本 計 画 で は 、令 和 2 年 度 を 初 年 度 と し 、目 標 年 度 を 令 和 11 年 度 と し た 10 年

間 を 計 画 期 間 と し ま す 。  

 ま た 、令 和 6 年 度 を 中 間 目 標 年 度 と し て 設 定 し 、計 画 の 進 捗 状 況 の 評 価 を

行 い 、計 画 を 見 直 し ま す 。な お 、一 般 廃 棄 物 処 理 ・ 処 分 等 に 関 わ る 諸 条 件 に

大 き な 変 動 が あ っ た 場 合 な ど も 、 必 要 に 応 じ て 見 直 す も の と し ま す 。  

区分/年度 令和元年度
令和2年度

（2020年度）
令和3年度 令和4年度 令和5年度

令和6年度

（2024年度）
令和7年度 令和8年度 令和9年度 令和10年度

令和11年度

（2029年度）

策定年度 ●

計画の期間

中間目標年度 ○

計画目標年度 ●
 

 

 第 4 節  計画の範囲  
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第 1 節  位置・地勢  

 

太 子 町 は 、 兵 庫 県 南 西 部 の 西 播 磨 地 域 に 位 置 し 、 東 西 6.4 ㎞ 、 南 北 3.7 ㎞

の 面 積 22.61k ㎡ の 町 で あ り 、 姫 路 市 及 び た つ の 市 に 接 し て い ま す 。  

西 播 磨 地 域 は 、歴 史 的 に 姫 路 市 を 中 心 と し た 圏 域 構 造 と な っ て お り 、播 磨

臨 海 工 業 地 帯 の 工 業 集 積 を 背 景 に 地 域 経 済 の 発 展 を 支 え て き ま し た 。都 市 計

画 区 域 と し て も 2 市 2 町（ 姫 路 市 ・ た つ の 市 ・ 福 崎 町 ・ 太 子 町 ）か ら な る 中

播 都 市 計 画 区 域 に 含 ま れ て お り 、 本 町 は 隣 接 す る 姫 路 市 、 た つ の 市 と 経 済 ・

産 業 ・ 生 活 に お い て 密 接 な 関 係 に あ り ま す 。  

交 通 に つ い て は 、町 の 南 部 を Ｊ Ｒ 山 陽 本 線 が 通 っ て お り 、最 寄 り の Ｊ Ｒ 網

干 駅 ～ 大 阪 駅 間 を 1 時 間 程 度 で 結 ん で い る こ と か ら 、本 町 は 大 阪・神 戸 な ど

の 阪 神 地 域 へ の 通 勤 圏 と な っ て い ま す 。  

ま た 、町 の 北 側 を 通 っ て い る 国 道 ２ 号 バ イ パ ス が 山 陽 自 動 車 道 な ど の 高 速

道 路 と 繋 が っ て お り 、 交 通 の 利 便 性 が 高 い 町 で す 。  

町 は ４ つ の 地 域 に 分 け ら れ 、 地 域 の 特 色 を 活 か し た 個 性 あ る ま ち な み 形 成

が な さ れ て い ま す 。  
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（ 1） 斑 鳩 地 域  

  

 町 北 西 部 に 位 置 し 、南 北 方 向 及 び 東 西 方 向 の 広 域 幹 線 道 路 が 行 き 交 う 交 通

の 要 衝 に あ る こ と か ら 、早 く か ら 市 街 地 が 形 成 さ れ た 地 域 で す 。役 場 庁 舎 を

は じ め と し た 公 共 公 益 施 設 や 歴 史 的 建 造 物 が 集 積 し 、大 規 模 工 業 施 設 が 立 地

す る な ど 多 く の 都 市 機 能 を 有 し て い ま す 。  

 

（ 2） 石 海 地 域  

 

町 南 西 部 に 位 置 し 、Ｊ Ｒ 網 干 駅 に 近 い 交 通 利 便 性 の 高 い 地 域 で す 。お お む

ね 平 坦 な 地 域 で 、駅 近 接 地 な ど の 一 部 に 住 宅 地 が 立 地 す る ほ か 、ま と ま っ た

農 地 と 集 落 な ど か ら な る 農 村 風 景 が 広 が っ て い ま す 。  

 

（ 3） 太 田 地 域  

 

  町 東 部 に 位 置 し 、東 西 に 国 道 179 号 が 通 り 、太 子 東 ラ ン プ を 有 す る 交 通

利 便 性 の 高 い 地 域 で す 。多 く の 沿 道 サ ー ビ ス 施 設 が 集 積 し て お り 、檀 特 山 な

ど の 山 々 や 大 津 茂 川 な ど の 自 然 環 境 と 黒 岡 神 社 、原 大 歳 神 社 な ど の 歴 史 資 源

に も 恵 ま れ て い ま す 。  

 

（ 4） 龍 田 地 域  

 

 町 北 東 部 に 位 置 し 、２ つ の バ イ パ ス ラ ン プ を 有 す る 交 通 便 利 性 の 高 い 地 域

で す 。平 地 部 で は ま と ま っ た 農 地 と 集 落 な ど か ら な る 農 村 風 景 が 広 が っ て お

り 、前 山 周 辺 の 山 々 や 大 津 茂 川 な ど と 調 和 し た 、全 体 と し て 豊 か な 自 然 的 景

観 を 呈 し て い ま す 。  
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第 2 節  人口  

 

 本 町 の 人 口 は 昭 和 26 年 に 町 が 誕 生 し て 以 来 、昭 和 30 年 代 の 高 度 経 済 成 長

期 や 昭 和 40 年 代 の 第 2 次 ベ ビ ー ブ ー ム な ど の 社 会 情 勢 、 商 工 業 の 発 展 や 宅

地 開 発 な ど が 進 み 、 堅 調 に 増 加 を 続 け て き ま し た 。  

し か し 、近 年 で は 転 出 数 が 転 入 数 を 上 回 る 社 会 減 が 生 じ 、死 亡 数 が 出 生 数

を 上 回 る 自 然 減 も 同 時 進 行 で 進 む な ど 、平 成 25 年 2 月 の 34,720 人 を ピ ー ク

に 平 成 31 年 3 月 31 日 現 在 の 人 口 は 34,190 人 、世 帯 数 は 13,572 世 帯 と な っ

て い ま す 。  

 

(年度末時点)

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

人口 34,681 34,564 34,452 34,355 34,330 34,308 34,190

世帯数 12,902 12,969 13,072 13,198 13,360 13,473 13,572

社会増減 12 -148 -164 -132 6 14 -50

自然増減 32 31 52 35 -31 -36 -68

増減合計 44 -117 -112 -97 -25 -22 -118
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（増減数）（人口）
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第 3 節  産業構造  

 

本 町 は 製 造 業 、卸 売 業 ・ 小 売 業 、 宿 泊 業 ・ 飲 食 サ ー ビ ス 業 な ど が 主 要 産 業

で 、事 業 所 数 、従 業 員 数 と も に 減 少 傾 向 に あ り 、特 に 従 業 員 数 の 減 少 が 著 し

い と い え ま す 。  

事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数 事業所数 従業者数

1,357 12,065 1,250 11,427 1,268 12,925 1,228 11,151

2 5 1 1 1 6 - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

202 1,109 178 983 172 954 173 900

100 2,934 100 2,774 93 3,150 92 2,251

- - - - 1 13 - -

8 67 9 58 7 49 6 28

36 977 28 691 25 1,020 26 1,008

325 2,713 294 2,514 294 2,590 300 2,546

14 135 15 144 14 145 15 154

101 257 80 218 72 201 79 226

51 228 46 242 48 236 42 183

166 1,278 154 1,184 156 1,249 148 1,144

120 525 118 516 120 529 115 522

77 213 75 211 94 588 72 167

65 758 65 857 83 1,078 80 1,108

9 81 9 76 8 70 9 72

81 785 78 958 74 854 71 842

漁業

鉱業，採石業，砂利採取業

建設業

平成26年 平成28年

総　数

農業，林業

区　　分
平成21年 平成24年

運輸業，郵便業

卸売業，小売業

金融業，保険業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

複合サービス事業

サービス業

（他に分類されない

もの）  

引用：太子町の統計（企画政策課作成）  

資料：経済センサス-基礎調査（平成 21 年、26 年）  

  ：経済センサス-活動調査（平成 24 年、28 年）  
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第 4 節  土地利用状況  

 

 本 町 に お け る 平 成 30 年 1 月 1 日 現 在 の 地 目 別 土 地 面 積 に つ い て は 、 田

（ 21.3%）の 割 合 が 最 も 高 く 、以 下 、宅 地（ 20.6%）、山 林（ 18.8%）、と 以 下  

続 い て い き ま す 。  

 

 

 

※太子町の統計（企画政策課作成）を基に生活環境課作成  

 

地 目  田  宅 地  山 林  畑  池 沼  そ の 他  

面 積（ ha） 481 466 425 75 19 795 
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太 子 町 の 家 庭 か ら 排 出 さ れ る 一 般 廃 棄 物 に つ い て は 、た つ の 市 と 太 子 町 の

１ 市 １ 町 で 構 成 し て い る 揖 龍 保 健 衛 生 施 設 事 務 組 合 が 処 理 主 体 と し て 担 っ

て い ま す 。  

収 集 体 制 に つ い て は 、揖 龍 衛 生 事 務 組 合 が 委 託 し た 民 間 業 者 が 収 集 し て い

ま す 。 ま た 、 町 内 の 事 業 所 等 か ら 排 出 さ れ る 事 業 系 一 般 廃 棄 物 に つ い て は 、

事 業 者 自 ら が 揖 龍 ク リ ー ン セ ン タ ー に 搬 入 す る か 、太 子 町 が 許 可 す る 一 般 廃

棄 物 収 集 運 搬 許 可 業 者 に 運 搬 委 託 す る こ と と な り ま す 。  

な お 、引 越 し や 大 掃 除 等 に よ る 一 時 多 量 ご み は 、直 接 搬 入 も し く は 一 般 廃

棄 物 収 集 運 搬 許 可 業 者 に 運 搬 委 託 す る こ と と な り 、 10 キ ロ に つ き 150 円 の

手 数 料 を 徴 収 す る こ と と し て い ま す 。  

 揖 龍 ク リ ー ン セ ン タ ー に つ い て は 、平 成 9 年 3 月 に 国 庫 補 助 対 象 の 基 幹 的

設 備 と し て 竣 工 し て い ま す が 、 一 般 廃 棄 物 処 理 施 設 の 耐 用 年 数 20 年 を 経 過

し 、 老 朽 化 が 進 ん で い た こ と か ら 平 成 28 年 度 か ら 令 和 元 年 度 ま で 大 規 模 改

修 工 事 を 実 施 し 、 令 和 8 年 度 ま で の 施 設 延 命 化 を 図 っ て い ま す 。  

 

 

第 3 章   ごみ処理の現状と課題  
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 第 1 節  ごみ区分と収集体制  

 

（ 1） 収 集 体 制  

① 収集区域の範囲  

    家 庭 系 ： 委 託 収 集  太 子 町 内 全 域  

揖 龍 衛 生 事 務 組 合 に よ る 委 託 収 集  

    事 業 系 ： 許 可 業 者  太 子 町 内 全 域  

 

② 収集区分・回数・収集方法  

 

 

収 集 区 分 ご み の 種 類  回  数  収 集 方 法  

事務組合の委託業者 

普 通 ご み  週 2 回  ス テ ー シ ョ ン 方 式  

空 き 缶  月 2 回  ス テ ー シ ョ ン 方 式  

空 き ビ ン  月 2 回  ス テ ー シ ョ ン 方 式  

大 型 （ 粗 大 ） ご み 月 1 回  ス テ ー シ ョ ン 方 式  

ペ ッ ト ボ ト ル  月 2 回  ス テ ー シ ョ ン 方 式  

プラスチック製容器包装 週 1 回  ス テ ー シ ョ ン 方 式  

紙 パ ッ ク  月 2 回  ス テ ー シ ョ ン 方 式  

紙 製 容 器 包 装  月 2 回  ス テ ー シ ョ ン 方 式  

許 可 業 者 事 業 系 ご み  随  時  個 別 又 は 巡 回 収 集  
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③ 中間処理施設概要  

施設名 揖龍クリーンセンター

管理主体 揖龍保健衛生施設事務組合

構成市町 たつの市・太子町

所在地 たつの市揖西町前地513-1

敷地面積 約37,213㎡

共用開始 平成9年4月

ごみ処理施設

施設面積：処理棟（地上６階、地下２階）3,598㎡

　　　　　建築延床面積10,676㎡

　　　　　管理棟（地上2階）262㎡

　　　　　建築延床面積465㎡

処理方式：全連続高温溶融方式

施設規模：120ｔ/日

排ガス処理 バグフィルタ、脱ＨＣｌ装置、脱ＮＯx装置

粗大ごみ処理施設

施設規模：33ｔ／日

施設内容：二軸粉砕機　　　　5.8ｔ/日

　　　　　空缶圧縮機　　　  11.6ｔ/日

　　　　　ビン類屋外貯留　  15.6ｔ/日

ストックヤード 施設面積：810㎡
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④ 最終処分場施設概要  

 各 自 治 会 の 溝 掃 除 又 は 家 庭 か ら 排 出 さ れ る 土 砂・瓦 礫 等 の 廃 棄 物 は 、上 太

田 瓦 礫 処 分 場 で 埋 立 処 分 し て い ま す 。管 理 に つ い て は 業 者 委 託 と し 、搬 入 量

100ｋ ｇ ご と に 600 円 の 手 数 料 を 徴 収 し て い ま す 。（ 搬 入 量 50ｋ ｇ ま で は 無

料 ）  な お 、大 阪 湾 フ ェ ニ ッ ク ス 計 画 に 基 づ き 、予 算 と 残 余 容 量 に 応 じ て 土

砂 ・ 瓦 礫 類 の 廃 棄 物 を 大 阪 湾 広 域 臨 海 環 境 整 備 セ ン タ ー へ 搬 出 し て い ま す 。 

 

【上太田瓦礫処分場搬入実績】

有料 減免 合計 有料 減免 合計

H26 234,300 256,980 491,280 148 341 489 1,418,400 969

H27 318,650 251,460 570,110 172 318 490 1,911,900 0

H28 216,100 249,250 465,350 162 340 502 1,296,600 0

H29 7,100 287,935 295,035 39 548 587 42,600 1,992

H30 7,300 246,780 254,080 47 511 558 43,800 0

年度

搬入量（㎏） 件数

手数料（円）

大阪湾

フェニックス

へ搬出（t）

 

※平成 29 年度より事業系ごみの搬入不可を厳格化  
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第 2 節  ごみ処理方法  

 

中間処理  

一 般 廃 棄 物（ ご み ）の 中 間 処 理 は 、土 砂 ・ 瓦 礫 及 び 処 理 で き な い ご み を 除 い

て 、 揖 龍 ク リ ー ン セ ン タ ー に て 実 施 す る 。  

 

①  普 通 ご み  

溶 融 処 理 し 、 溶 融 物 は 資 源 化 す る 。  

 

②  大 型 （ 粗 大 ） ご み  

リ サ イ ク ル で き る 金 属 類 及 び 破 砕 機 で 破 砕 で き な い も の 並 び に 処 理 で き

な い 危 険 物 等 を 取 り 除 き 、破 砕 機 で 破 砕 処 理 を し た 後 に 溶 融 処 理 し 、溶 融

物 は 資 源 化 す る 。  

 

③  カ ン  

不 純 物 を 取 り 除 き 、磁 力 選 別 機 で 鉄 及 び ア ル ミ 缶 に 選 別 し た 後 、圧 縮 減 容

処 理 し 、 再 資 源 化 の た め 業 者 へ 引 き 渡 す 。  

 

④  ビ ン  

色 分 別 作 業 後 、 リ サ イ ク ル 協 会 に 資 源 化 を 委 託 す る 。  

 

⑤  ペ ッ ト ボ ト ル  

不 純 物 を 取 り 除 き 、 圧 縮 減 容 後 に 一 部 を 再 資 源 化 の た め 業 者 へ 引 き 渡 す 。

ま た 、 残 り は リ サ イ ク ル 協 会 へ 資 源 化 を 委 託 す る 。  

 

⑥  プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装  

不 純 物 を 取 り 除 き 、 圧 縮 減 容 後 に リ サ イ ク ル 協 会 へ 資 源 化 を 委 託 す る 。  
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⑦  紙 製 容 器 包 装  

不 純 物 を 取 り 除 き 、ス ト ッ ク ヤ ー ド に 保 管 し 、再 資 源 化 の た め 業 者 へ 引 き

渡 す 。  

 

⑧  そ の 他 資 源 ご み （ 新 聞 、 雑 誌 、 段 ボ ー ル 、 布 、 紙 パ ッ ク ）  

ス ト ッ ク ヤ ー ド に て 選 別 作 業 後 、保 管 し た う え で 再 資 源 化 の た め 業 者 へ 引

き 渡 す 。  

 

⑨  小 型 家 電 製 品 ・ 金 属 類  

普 通 ご み 及 び 大 型 ご み か ら 、小 型 の 家 電 製 品 及 び 金 属 類 を 分 別・収 集 し て

再 資 源 化 の た め 業 者 へ 引 き 渡 す 。  

 

⑩  雑 木 ・ 剪 定 ご み  

雑 木・剪 定 ご み に つ い て は 、通 年 、国 土 交 通 省 及 び 県 土 木 等 発 注 の 除 草 作

業 等 に 係 る 草 、生 木 等 の 搬 入 時 期 が 集 中 す る た め 、圏 域 内 の 業 者 へ 再 資 源

を 依 頼 す る 。  

 

⑪  そ の 他 特 殊 ご み  

管 理 者 が 搬 入 を 認 め た 不 法 投 棄 等 の ご み に つ い て は 、溶 融 処 理 し 溶 融 物 は

資 源 化 す る 。  
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（3）処理フロー図  
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第 3 節  ごみ排出量実績の推移  

 

平 成 26 年 度 か ら 平 成 30 年 度 ま で の 太 子 町 管 内 分 の ご み 排 出 量 を 図 に 示 し

て い ま す 。 平 成 30 年 度 の ご み 排 出 量 （ 普 通 ご み 、 粗 大 ご み 、 資 源 ご み 、 な

ど ） は 平 成 26 年 度 比 で 8.3％ 減 少 し て い ま す 。  

 ま た 、家 庭 系 ご み 、事 業 系 ご み は 、と も に 減 少 傾 向 に あ り 、そ れ ぞ れ 7.2%

の 減 、 11.1%の 減 と な っ て い ま す 。  

ごみ排出量の推移 （単位：t）

H26 H27 H28 H29 H30

普通ごみ 8,673 8,219 8,450 8,393 8,111

資源ごみ 451 443 428 427 413

597 659 624 616 621

ガレキ・ブロック等 491 570 465 295 254

集団回収 992 920 851 787 760

産業廃棄物 245 438 363 350 347

その他特殊ごみ 4 2 1 2 2

    計 11,453 11,251 11,182 10,870 10,508

区分

粗大ごみ

 

 

内　家庭系

H26 H27 H28 H29 H30

普通ごみ 5,893 5,821 5,817 5,794 5,738

資源ごみ 451 443 428 427 413

512 549 530 527 576

491 570 465 295 254

集団回収 992 920 851 787 760

    計 8,339 8,303 8,091 7,830 7,741

区分

粗大ごみ 

ガレキ・ブロック等
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内　事業系

H26 H27 H28 H29 H30

普通ごみ 2,780 2,398 2,633 2,599 2,373

85 110 94 89 45

245 438 363 350 347

4 2 1 2 2

    計 3,114 2,948 3,091 3,040 2,767

区分

粗大ごみ 

産業廃棄物

その他特殊ごみ

 

 

第 4 節  容器包装廃棄物の分別収集の推進  

 
 容 器 包 装 に 係 る 分 別 収 集 及 び 再 商 品 化 の 促 進 等 に 関 す る 法 律 第 8 条 の 規 定

に 基 づ き 、一 般 廃 棄 物 の 多 く を 占 め る 容 器 包 装 廃 棄 物 を 分 別 収 集 し 、地 域 に

お け る 容 器 包 装 廃 棄 物 の ３ R（ リ デ ュ ー ス 、 リ ユ ー ス 、 リ サ イ ク ル ） を 推 進

す る こ と に よ り 容 器 包 装 廃 棄 物 の 減 量 及 び 資 源 循 環 型 社 会 の 構 築 を 目 指 し

ま す 。  

 
（1）基本的方向  

①  町 民 憲 章 に 定 め る 「 清 潔 で 、 美 し い 環 境 の 町 を つ く り ま し ょ う 」 の 実 践  

②  ご み の 排 出 抑 制 と リ サ イ ク ル を 主 と し た 資 源 循 環 型 社 会 の 構 築  

③  町 民 ・ 事 業 者 ・ 行 政 が 一 体 と な っ た 取 組 み に よ る 環 境 負 荷 の 低 減  

④  リ サ イ ク ル 型 の 分 別 収 集 体 系 の 整 備  

 
（2）対象品目  

ス チ ー ル 缶 、 ア ル ミ 缶 、 ビ ン （ 無 色 ・ 茶 色 ・ そ の 他 ）、 紙 パ ッ ク 、 段 ボ ー

ル、紙製容器包装、ペットボトル、プラ スチック製容器包装の 8 種類とします。  

 
（3）収集分別  

① ス チ ー ル 缶 と ア ル ミ 缶 は 空 き 缶 と し て 一 括 収 集 し 、揖 龍 ク リ ー ン セ ン タ ー

に お い て 、 分 別 し ま す 。  

② ビ ン は 一 括 収 集 し 、 揖 龍 ク リ ー ン セ ン タ ー が 色 分 別 し ま す 。  

③ 段 ボ ー ル は 各 種 団 体 が 取 り 組 む 集 団 資 源 回 収 に て 業 者 引 渡 に よ り 処 分 し

ま す 。  



 

一般廃棄物処理基本計画                                   

                                              

－ 21 － 

 

容器包装廃棄物排出量見込み内訳                  

R1 R2 R3 R4 R5

66.0              63.4              63.1              62.9              62.8              

49.8              51.2              51.0              50.8              50.7              

132.0            131.7            131.2            130.6            130.4            

92.2              92.7              92.3              91.9              91.8              

36.1              36.6              36.4              36.3              36.2              

48.6              47.6              47.4              47.2              47.1              

308.9            313.4            312.1            310.8            310.3            

351.3            289.0            287.8            286.6            286.1            

88.4              89.0              88.7              88.3              88.1              

565.5            567.1            564.7            562.3            561.4            

　（t） うち白色トレイ 12.5              12.2              12.1              12.1              12.1              

1,738.8     1,681.7     1,674.7     1,667.7     1,664.9     容器包装廃棄物　合計（t）

容器包装廃棄物項目

スチール製容器（t）

アルミ製容器（t）

無色ガラス製容器（t）

茶色ガラス製容器（t）

その他ガラス製容器（t）

飲料用紙パック容器（t）

段ボール（t）

その他紙製容器包装（t）

ペットボトル（t）

その他プラスチック製容器包装

 

引用：第 9 期太子町分別収集計画より  
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 第 5 節  ごみ減量化・資源化の施策  

 
本 町 が 実 施 し て い る ご み 減 量 化 ・ 資 源 化 の 主 な 施 策 を 次 に 示 し ま す 。  

 

（1）資源ごみ集団回収運動奨励金事業  

紙 類（ 新 聞 ・ 雑 誌 ・ 段 ボ ー ル ）及 び 布 類 を 集 団 回 収 す る 自 治 会 ・ 子 供 会 等

の 団 体 に １ kg に つ き ３ 円 を 助 成 し て い ま す 。  

 

資源ごみ集団回収実績推移 （単位：㎏）

H26 H27 H28 H29 H30

新聞 626,194 579,640 532,770 471,110 446,890

雑誌 145,485 132,800 118,970 112,930 113,170

段ボール 103,993 99,050 95,610 91,390 89,430

小計 875,672 811,490 747,350 675,430 649,490

105,375 97,810 94,530 98,430 102,260

11,328 10,453 9,291 12,704 8,363

992,375 919,753 851,171 786,564 760,113

区分

紙類

    計

布類

アルミ缶

 

※平成 20 年度より単価 5 円から 4 円に改定  

※平成 29 年度より単価 4 円から 3 円に改定  

 

（2）家庭不用品ゆずりあい制度  

家 庭 で 使 わ な い 品 物（ 家 具 ・ ベ ビ ー 用 品 ・ 自 転 車 ・ 台 所 用 品 等 ） の リ ユ ー

ス で 有 効 活 用 を 図 っ て い ま す 。  

H26 H27 H28 H29 H30

3件 1件 8件 2件 0件

0件 0件 2件 0件 0件

区分

登録件数

成約件数
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（3） レジ袋削減推進運動  

 

ご み 減 量 化 及 び 資 源 の 有 効 活 用 促 進 の た め 、レ ジ 袋 無 料 配 布 中 止 に 係 る 協

力 店 舗 を 募 集 し 、事 業 者 ・ 消 費 者 協 会 ・ 町 の ３ 者 で「 レ ジ 袋 削 減 に 向 け た 取

り 組 み に 関 す る 協 定 」を 締 結 す る こ と に よ り マ イ バ ッ ク 持 参 率 の 向 上 を 推 進

し て い ま す 。  

H26 H27 H28 H29 H30

260万枚 395万枚 376万枚 360万枚 301万枚

47.6kℓ 72.3kℓ 68.8kℓ 65.9kℓ 55.1kℓ

238本 362本 344本 330本 276本

※削減枚数はレジにて配布しなかった枚数を計上

※レジ袋1枚の原油使用量＝約18.3ｍℓ

※ドラム缶1本＝200ℓ

区分

原油削減量

削減枚数

削減効果（ドラム缶）

 

（4） ごみ処理施設見学会  

 

町 内 小 学 生 が 授 業 の 一 環 と し て 、 ご み 処 理 施 設 （ 揖 龍 ク リ ー ン セ ン タ ー ）

で の 社 会 科 見 学 を 行 い 、家 庭 ご み が 処 理 さ れ て い く 仕 組 み 、ご み の 資 源 化 や

減 量 化 へ の 取 組 み な ど を 認 識 し 、循 環 型 社 会 形 成 へ の 意 識 を 啓 発 し て い ま す 。 

 

（5） 廃食油回収事業  

 

家 庭 か ら 出 る 廃 油 を 自 治 会 ご と に 業 者 が 回 収 し 、バ イ オ デ ィ ー ゼ ル 燃 料 に

再 利 用 し て い ま す 。  

（単位：ℓ）

H26 H27 H28 H29 H30

斑鳩地区 578 638 619 702 151

石海地区 1,102 1,110 1,155 1,172 228

1,932 1,758 1,486 1,552 443

龍田地区 845 820 924 892 252

    計 4,457 4,326 4,184 4,318 1,074

区分

太田地区
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第 6 節  ごみ処理の課題  

 
1. ご み の 排 出 に 関 す る 課 題  

 
（1） ごみの減量化  

 

大 半 を 占 め る 普 通 ご み に つ い て は 、年 々 減 少 傾 向 に あ る も の の 、更 な る ご

み の 減 量 化 は 環 境 負 荷 の 低 減 や ご み 処 理 費 用 の 削 減 に 繋 が る こ と か ら 、長 期

的 に 推 進 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

（２）ごみの分別  

 

普 通 ご み の 中 に は 、 古 紙 や 古 布 等 、 資 源 化 可 能 な も の が 混 入 し て い ま す 。

資 源 化 の 推 進 と ご み 排 出 量 を 減 ら す た め に 、ご み の 分 別 に 対 し て 更 に 周 知 徹

底 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

（３）収集方法  

 

廃 エ ア ゾ ー ル 製 品 や 廃 カ セ ッ ト ボ ン ベ の 処 理 に つ い て は 、国 よ り 穴 開 け 不

要 と す る 方 針 が 示 さ れ て い ま す が 、収 集 車 内 で の 爆 発 事 故 の 懸 念 か ら 、現 時

点 で は 穴 開 け を 周 知 し て い ま す 。分 別 区 分 及 び 収 集 方 法 を 検 討 し 安 全 対 策 を

構 築 し た う え で 穴 開 け 不 要 と す る 処 理 体 制 に 移 行 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

（4）ごみステーションの管理  

 

ご み ス テ ー シ ョ ン の 管 理 に つ い て は 、地 元 自 治 会 が 当 番 制 に よ る 清 掃 や 見

守 り な ど 積 極 的 に 活 動 し て い ま す 。今 後 も ご み ス テ ー シ ョ ン 管 理 に 必 要 な 資

材 の 提 供 を 継 続 し 、併 せ て 住 民 一 人 ひ と り の 排 出 マ ナ ー の 向 上 に 向 け た 普 及

啓 発 運 動 を 実 施 す る 必 要 が あ り ま す 。  
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（5）ごみ処理手数料の徴収  

 

国 で は 、ご み の 排 出 抑 制 や 再 生 利 用 の 推 進 、ご み の 排 出 量 に 応 じ た 負 担 の

公 平 化 及 び 意 識 改 革 を 進 め る た め 、ご み 処 理 の 有 料 化 を 推 進 す る 考 え を 示 し

て い ま す 。本 町 に お い て は 、揖 龍 ク リ ー ン セ ン タ ー へ の 直 接 搬 入 に つ い て 有

料 と し て い ま す が 、今 後 は 必 要 に 応 じ て 手 数 料 の 見 直 し を 検 討 し て い く 必 要

が あ り ま す 。  

 

2. ご み の 資 源 化 に 関 す る 問 題  

 
（1） 集団回収量の減少  

 

本 町 の 集 団 回 収 は 、ご み の 減 量 化 及 び 資 源 の 有 効 利 用 を よ り 活 性 化 す る と

と も に 、環 境 問 題 に 対 す る 住 民 意 識 の 向 上 を 目 的 と し 、主 に 自 治 会 や 子 ど も

会 が 中 心 と な っ て 実 施 し て い ま す 。過 去 5 年 間 の 回 収 実 績 は 減 少 し 続 け 、平

成 30 年 度 の 回 収 量 は 平 成 26 年 度 と 比 較 す る と ▲ 23.4％ と な っ て い ま す 。ご

み ス テ ー シ ョ ン へ の 排 出 が 困 難 な 住 民 へ の 支 援 施 策 の 一 面 も あ る こ と か ら 、

今 後 も 継 続 し て い く 方 策 を 検 討 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 
（2）小型家電のリサイクルの普及・推進  

 平 成 25 年 度 の 小 型 家 電 リ サ イ ク ル 法 の 施 行 に 伴 い 、 分 別 収 集 等 に よ り 認

定 事 業 者 そ の 他 再 資 源 化 を 適 正 に 実 施 し 得 る 者 に 引 き 渡 す な ど 、積 極 的 な 普

及 ・ 推 進 が 求 め ら れ て い ま す が 、現 状 で は 普 通 ご み 、粗 大 ご み に よ る 廃 棄 や

販 売 店 で の 有 料 廃 棄 が 主 体 と な っ て い ま す 。  

 

（３）食品ロス削減の推進  

 

国 が 定 め る 第 四 次 循 環 型 社 会 形 成 推 進 基 本 計 画 で は「 国 連 の 持 続 可 能 な 開

発 計 画（ SDGｓ ）」を 踏 ま え 2030 年 度 ま で に 家 庭 か ら の 食 品 ロ ス を 半 減 す る

と の 目 標 が 定 め ら れ て い ま す 。本 町 で も 他 の 地 方 自 治 体 と 連 携 の も と 食 品 ロ

ス の 削 減 に 向 け た 施 策 を 検 討 す る 必 要 が あ り ま す 。  
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3. ご み 処 理 施 設 に 関 す る 課 題  

 
（1） 揖龍クリーンセンターの施設整備  

 

平 成 9 年 3 月 に 竣 工 し た 揖 龍 ク リ ー ン セ ン タ ー は 平 成 19～ 20 年 度 に 1 回

目 、 平 成 28 年 ～ 令 和 元 年 度 に 2 回 目 の 大 規 模 整 備 を 実 施 し 、 令 和 8 年 度 ま

で の 延 命 化 を 図 っ て お り ま す が 、令 和 9 年 度 か ら の 運 営 に つ い て 検 討 す る 必

要 が あ り ま す 。  

 

（2） 最終処分場の維持管理  

 

本 町 の 上 太 田 瓦 礫 処 分 場 は 一 般 家 庭 か ら 排 出 さ れ た 無 害 の 瓦 礫 等 を 搬 入

し 、受 入 可 能 と な る 残 余 容 量 が 減 少 し た 際 は 、大 阪 湾 埋 立 処 理 場 へ の 搬 出 を

実 施 し て い ま す 。ま た 、当 施 設 は 本 町 唯 一 の 安 定 型 最 終 処 分 場 で あ る こ と か

ら 、災 害 時 に も 災 害 廃 棄 物 の 一 時 仮 置 き 場 と し て 重 要 な 拠 点 と な る こ と が 想

定 さ れ る た め 、 長 期 間 の 安 定 運 営 が 求 め ら れ て い ま す 。  

 

4. そ の 他 ご み の 適 正 処 理 に 関 す る 課 題  

 
（1） 再生利用品の需要拡大  

 

循 環 型 社 会 の 形 成 に お い て は 、ご み の 中 か ら 資 源 化 可 能 な も の を 増 や す こ

と で 資 源 化 率 を 向 上 さ せ る こ と と 同 様 に 、再 生 利 用 品 が 優 先 し て 使 用 さ れ る

よ う 普 及 ・ 啓 発 し て い く こ と も 重 要 視 さ れ て い ま す 。本 町 に お い て も 、住 民

や 事 業 者 の 環 境 意 識 向 上 の た め 、再 生 利 用 品 の 需 要 拡 大 に 向 け た 取 組 を 検 討

す る 必 要 が あ り ま す 。  

 
（2） 不法投棄の防止  

 

本 町 で は 不 法 投 棄 防 止 対 策 と し て 防 止 看 板 の 設 置 や パ ト ロ ー ル 等 を 実 施

し て い ま す が 、依 然 と し て 高 架 線 沿 い や ご み ス テ ー シ ョ ン な ど で 不 法 投 棄 が

発 生 し て い ま す 。自 治 会 、警 察 、行 政 が 連 携 を 図 り 通 報 体 制 の 確 立 や 更 な る

不 法 投 棄 防 止 対 策 に 努 め る 必 要 が あ り ま す 。  
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第 7 節  災害廃棄物対策  

 

災 害 廃 棄 物 の 適 正 か つ 円 滑・迅 速 な 処 理 に 向 け た 初 動 時 の 災 害 応 急 対 応 に

つ い て は 、近 年 の 水 害 、地 震 等 の 経 験 を 踏 ま え 策 定 さ れ た 、国 の 災 害 廃 棄 物

対 策 指 針 、兵 庫 県 災 害 廃 棄 物 処 理 計 画 及 び 太 子 町 地 域 防 災 計 画 を 基 に 災 害 廃

棄 物 対 策 を 推 進 し ま す 。  

 

（1）組織  

 

災 害 対 策 基 本 法 第 23 条 の 2 に 基 づ く 太 子 町 災 害 対 策 本 部 を 設 置 後 、 被 災

地 域 の 廃 棄 物 処 理 計 画 及 び 処 理 体 制 は 民 生 部 環 境 班 （ 生 活 環 境 課 ） が 担 い 、

関 係 機 関 、一 般 廃 棄 物 収 集 委 託 業 者 と 連 携 し な が ら 迅 速 か つ 効 率 的 に 処 理 を

図 り ま す 。  

 

（2）周辺自治体との支援体制の確立  

 

災 害 に よ り 町 単 独 で は 処 理 が 困 難 な 場 合 は 、兵 庫 県 災 害 廃 棄 物 処 理 の 相 互  

応 援 に 関 す る 協 定 、災 害 時 の 廃 棄 物 処 理 に 関 す る 応 援 協 定 に 基 づ き 、広 域 的

な 処 理 体 制 を 構 築 し ま す 。  

 

（3）災害廃棄物の分別  

 

災 害 時 に は 、様 々 な 種 類 を 含 む 廃 棄 物 が 一 度 に 大 量 に 発 生 す る た め 、災 害  

廃 棄 物 の 適 正 か つ 円 滑・迅 速 な 処 理 は 生 活 環 境 の 保 全・公 衆 衛 生 の 悪 化 の 防

止 に 重 要 と な り ま す 。ま た 、可 燃 物 、家 電 、コ ン ク リ ー ト 片 な ど 搬 入 時 か ら

分 別 し て 保 管 す る こ と に よ り 、処 理 期 間 の 短 縮 、コ ス ト 面 、広 域 処 理 な ど の

面 で も 有 利 と な る た め 、 通 常 分 別 よ り も 細 分 化 し た 12 分 別 を 推 奨 し ま す 。

た だ し 、災 害 の 規 模 や 廃 棄 物 の 発 生 量 な ど の 状 況 に よ っ て は 、随 時 方 針 を 見

直 し 、 処 理 体 制 が 円 滑 に 進 む よ う 柔 軟 に 対 応 し ま す 。  
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① 可燃系混合物  

 

繊 維 類 、 紙 、 プ ラ ス チ ッ ク 等 が 混 在 し た 可 燃 系 廃 棄 物  

 

②不燃系混合物  

 

分 別 す る こ と の で き な い 細 か な コ ン ク リ ー ト 、 プ ラ ス チ ッ ク 、 ガ ラ ス 、

土 砂 な ど が 混 在 し 概 ね 不 燃 系 の 廃 棄 物  
 

③コンクリート系混合物  

 

コ ン ク リ ー ト 片 や コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 、 ア ス フ ァ ル ト く ず な ど の  

不 燃 系 廃 棄 物  
 

④木質系混合物  

 

柱 、 は り 、 壁 材 、 な ど の 廃 木 材  
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⑤廃家電等  

 

家 電 4 品 目 （ エ ア コ ン 、 テ レ ビ 、 冷 蔵 庫 、 洗 濯 機 ） や そ の 他 小 型 家 電  

な ど の 廃 家 電  

 

⑥処理困難物（布団等）  

 

布 団 、 マ ッ ト レ ス  

⑦金属系混合物  

 

鉄 骨 、 鉄 筋 、 ア ル ミ 材  な ど  

⑧廃自動車等  

 

自 動 車 、 自 動 二 輪 車 、 原 動 付 自 転 車  な ど  
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⑨処理困難物（廃畳） 

 
 
⑩危険物・有害物質等（消火器等） 

 消 火 器 、 太 陽 光 パ ネ ル 、 蓄 電 池  な ど  

 
⑪危険物・有害物等（油類） 

 灯 油 、 廃 油 、 劇 薬 、 PCB 汚 染 物 質 、  

水 銀 含 有 物  な ど  

⑫危険物・有害物質等（ガス類） 

 ガ ス ボ ン ベ 、 ス プ レ ー 缶  な ど  

 
分別後の状態  
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（４）災害廃棄物処理見込量  

 

 災 害 時 に お け る 災 害 廃 棄 物 処 理 見 込 量 は「 兵 庫 県 南 海 ト ラ フ 巨 大 地 震 津 波

被 害 想 定 」 で 示 さ れ て い る 震 災 廃 棄 物 発 生 量 を 見 込 む も の と し ま す 。  

 

 出典：兵庫県南海トラフ巨大地震津波被害想定より  
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（5）災害廃棄物処理事業の進捗管理  

 

災 害 に よ る 被 害 状 況 に 応 じ た 災 害 廃 棄 物 処 理 事 業 を 実 施 し ま す 。実 施 に あ

た っ て は 、専 門 職 員 が 不 足 す る 場 合 、コ ン サ ル タ ン ト 事 業 者 へ の 委 託 も 含 め

進 捗 管 理 を 慎 重 に 検 討 し 、処 理 が 長 期 間 に わ た る 場 合 は 、総 合 的 、計 画 的 に

処 理 を 進 め る 観 点 か ら 、関 係 機 関 と 連 絡 会 を 設 置 す る な ど 、全 体 の 進 捗 管 理

を 行 い ま す 。  

 

 

引用：災害廃棄物対策指針（環境省環境再生・資源循環局作成）  
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第 1 節  基本方針  

 

ご み の 排 出 抑 制 、資 源 化 、再 生 利 用 及 び 適 性 処 理 の あ り 方 と そ の 方 向 性 を

示 す に あ た り 、本 町 の ご み 処 理 に お け る 現 状 と 課 題 を 踏 ま え 、本 計 画 の 基 本

方 針 を 以 下 の よ う に 設 定 し ま す 。  

 

基 本 方 針 1 循 環 型社 会 形 成 の 推 進  

 

Reduce（ リ デ ュ ー ス ）： 発 生 抑 制 、 Reuse（ リ ユ ー ス ）： 再 使 用 、 Recycle

（ リ サ イ ク ル ）：再 利 用 の ３ R に 基 づ く 持 続 可 能 な 社 会 づ く り を 推 進 し ま す 。  

 

基 本 方 針 2 協 働 によ る ご み 減 量 化 へ の 取 組 推 進  

 

住 民 ・ 事 業 者 ・ 行 政 が そ れ ぞ れ 担 う べ き 役 割 や 責 任 を 明 確 に し 、相 互 理 解

の も と 、 協 働 に よ る 取 組 み を 推 進 し ま す 。  

 

基 本 方 針 ３  ご み 処 理 施 設 の 最 適 な 処 理 体 制 構 築  

 

廃 棄 物 を 環 境 に 配 慮 し な が ら 適 正 に 安 定 的 か つ 安 全 に 運 営 で き る 処 理 シ

ス テ ム を 構 築 し ま す 。  

 

第 2 節  目標値及び基本施策の 設定  

基 本 方 針 １ 『 循 環 型 社 会 形 成 の 推 進 』 に 関 す る 施 策  

施 策 １  ご み の 分 別 制 度 の 向 上                     

ご み の 分 別 区 分 や 出 し 方 に つ い て 、英 語 や イ ラ ス ト を 表 記 す る こ と に よ り 、

多 く の 人 が 分 か り や す い デ ザ イ ン を 研 究 し ま す 。  

ま た 、AI 技 術 を 活 用 し た チ ャ ッ ト ボ ッ ト な ど 住 民 の 利 便 性 に 特 化 し た ツ ー

ル を 導 入 可 能 か 検 討 し ま す 。  

重 要 業 績 評 価 指 標 （ KPI） 現 在  目 標 値  

ご み の リ サ イ ク ル 率  24.6％  27.5％  

※目標値は国の廃棄物処理基本方針より  

第 4 章  ごみ処理基本計画  
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施 策 2 資 源 ご み 集 団 回 収 運 動 奨 励 金 事 業 の 継 続 及 び 拡 充 の 検 討           

 

回 収 量 が 平 成 30 年 度 は 平 成 26 年 度 比 で ▲ 23.4％ と な っ て お り 、申 請 件 数

に つ い て も ▲ 53 件 と 年 々 縮 小 傾 向 に あ り ま す 。資 源 ご み 集 団 回 収 運 動 奨 励 金

事 業 の 継 続 は ご み の 減 量 化 や 資 源 物 の 有 効 利 用 だ け で な く 、住 民 の 環 境 意 識

の 向 上 や コ ミ ュ ニ テ ィ 活 動 振 興 に も 寄 与 し て お り 、複 合 的 な 効 果 を も た ら す

施 策 で あ る こ と を 鑑 み 、 奨 励 金 単 価 の 引 き 上 げ に つ い て も 検 討 し ま す 。  

重 要 業 績 評 価 指 標 （ KPI） 現 在  目 標 値  

助 成 申 請 件 数  173 件  200 件  

 

施 策 3 ボ ラ ン テ ィ ア 清 掃 活 動 の 支 援                   

  

清 潔 で 快 適 な 地 域 環 境 を 維 持 す る た め 、 自 治 会 、 PTA 等 が 公 共 の 場 所  

（ 道 路 、公 園 、水 路 な ど ）を ボ ラ ン テ ィ ア で 清 掃 活 動 す る 場 合 に 、ご み 袋 の

無 料 配 布 や 清 掃 用 具 の 貸 出 し を 実 施 し 、 積 極 的 に 支 援 し ま す 。  

重 要 業 績 評 価 指 標 （ KPI） 現 在  目 標 値  

支 援 申 請 件 数  －  10 件  

 

施 策 4 ご み ス テ ー シ ョ ン の 適 正 な 管 理                  

  

各 自 治 会 が 管 理 し て い る ご み ス テ ー シ ョ ン に つ い て 、 資 材 等 を 充 実 し 、  

設 置 ・ 維 持 ・ 管 理 を 住 民 と 行 政 が 連 携 し て 実 施 で き る よ う 、適 正 な 管 理 体 制

を 継 続 し ま す 。  

 

施 策 5 指 定 ご み 袋 の 見 直 し                       

  

指 定 ご み 袋 の 値 段 は 他 団 体 に 比 べ 非 常 に 安 価 に 設 定 さ れ て い る た め 、ご み

処 理 費 用 の 安 定 財 源 確 保 と ご み 処 理 問 題 へ の 意 識 向 上 を 目 的 に 指 定 ご み 袋

の 値 上 げ を 検 討 し ま す 。  

 

施 策 6 環 境 学 習 ・ 環 境 教 育 の 推 進                    

 

 ESD（ 持 続 可 能 な 開 発 の た め の 教 育 ） を 踏 ま え 、 住 民 に ご み の 減 量 や リ サ

イ ク ル 意 識 を 定 着 さ せ る た め 、学 校 等 と 連 携 し た 環 境 教 育 施 策 を 推 進 し ま す 。 
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基 本 方 針 2 『 協 働に よ る ご み 減 量 化 へ の 取 組 推 進 』 に 関 す る 施 策  

施 策 1 災 害 時 に お け る 事 業 者 と の 連 携 強 化                        

  

災 害 時 に 発 生 す る 災 害 廃 棄 物 の 仮 置 場 が 不 足 す る 事 態 も 想 定 さ れ る こ と

か ら 、 一 時 的 に 事 業 者 の 空 き 用 地 を 使 用 す る な ど の 連 携 を 検 討 し ま す 。  

 

施 策 2 小 型 家 電 リ サ イ ク ル の 促 進                    

 

小 型 家 電 リ サ イ ク ル 法 認 定 事 業 者 と の 宅 配 回 収 協 定 を 町 が 締 結 し 、安 心 し

て 安 全 な 新 た な 回 収 ル ー ト を 構 築 し ま す 。 ま た 、 東 京 2020 オ リ ン ピ ッ ク 大

会 の メ ダ ル を リ サ イ ク ル で 作 る『 都 市 鉱 山 か ら つ く る ！ み ん な の メ ダ ル プ ロ

ジ ェ ク ト 』の ア フ タ ー プ ロ ジ ェ ク ト と し て 携 帯 電 話・ス マ ー ト フ ォ ン 回 収 ボ

ッ ク ス を 新 た に 設 置 し ま す 。  

重 要 業 績 評 価 指 標 （ KPI） 現 在  目 標 値  

宅 配 回 収 実 績  －  30 件  

回 収 ボ ッ ク ス 配 置 数  2 件  6 件  

 

施 策 3 関 係 機 関 と の 連 携 に よ る 不 法 投 棄 の 抑 制              

不 法 投 棄 の 未 然 防 止 を 図 る た め 、関 係 機 関 と 連 携 し 、不 法 投 棄 多 発 地 区 で

の 監 視 パ ト ロ ー ル の 実 施 や 自 治 会 に 対 し て 不 法 投 棄 警 告 看 板 の 提 供 な ど 、不

法 投 棄 を さ せ な い 環 境 づ く り を 推 進 し ま す 。  

重 要 業 績 評 価 指 標 （ KPI） 現 在  目 標 値  

不 法 投 棄 通 報 対 応 件 数  17 件  13 件  

 

施 策 4 事 業 者 と の 連 携 に よ る 食 品 ロ ス 解 消                

 

フ ー ド ド ラ イ ブ を 推 進 す る 事 業 者 と 連 携 し 、 NPO 法 人 や 福 祉 団 体 を 通 じ

て 集 め ら れ た 食 品 を 施 設 や こ ど も 食 堂 に て 活 用 し て い た だ き 、食 品 ロ ス の 解

消 を 推 進 し ま す 。  
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基 本 方 針 ３  ご み 処 理 施 設 の 最 適 な 処 理 体 制 構 築  

 

施 策 1 次 期 廃 棄 物 処 理 施 設 の 整 備                      

 

持 続 可 能 な 適 正 処 理 の 確 保 に 向 け た 安 定 的 か つ 効 果 的 な 施 設 運 営 及 び 運

営 が で き る 廃 棄 物 処 理 施 設 と し て 、国 の 循 環 型 社 会 形 成 推 進 交 付 金 制 度 を 活

用 し た 新 た な 廃 棄 物 処 理 施 設 の 整 備 構 想 方 針 を 揖 龍 保 健 衛 生 施 設 事 務 組 合

及 び た つ の 市 と 決 定 し 、 令 和 9 年 度 の 共 用 開 始 を 目 指 し ま す 。  

 

施 策 2 最 終 処 分 場 の 安 定 運 営 化 の 検 討                  

 

大 阪 湾 圏 域 広 域 処 理 場 整 備 事 業（ 大 阪 湾 フ ェ ニ ッ ク ス 計 画 ）に お い て 、神

戸 沖 に 新 た な 埋 立 処 分 場 を 整 備 す る 3 期 計 画 の 具 体 化 に 向 け た 環 境 影 響 評 価

等 が 進 ん で い ま す 。 概 ね 20 年 程 度 の 受 入 が 見 込 ま れ て い る こ と か ら 、 本 町

に お い て も 上 太 田 瓦 礫 処 分 場 か ら 搬 出 す る 廃 棄 物 量 を 的 確 に 捉 え 、処 理 先 を

確 保 し ま す 。  

 ま た 、上 太 田 瓦 礫 処 分 場 は 借 地 で あ り 、安 定 運 営 の 観 点 か ら 用 地 買 収 も 視

野 に 最 適 な 運 営 方 法 を 検 討 す る 必 要 が あ り ま す 。  

 

施 策 3 一 般 ご み 収 集 業 務 委 託 に お け る 競 争 入 札 制 度 の 検 討         

  

平 成 20 年 6 月 19 日 付 環 廃 対 発 第 080619001 号 通 知 を も っ て 、 環 境 省 大

臣 官 房 廃 棄 物・リ サ イ ク ル 対 策 部 廃 棄 物 対 策 課 長 よ り ご み 処 理 基 本 計 画 の 策

定 に 当 た っ て の 指 針 と し て 、市 町 村 は 経 済 性 の 確 保 等 よ り も 業 務 の 確 実 な 履

行 を 重 視 す る よ う 明 記 さ れ て お り 、平 成 26 年 1 月 28 日 付 最 高 裁 判 決 に よ っ

て『 一 般 廃 棄 物 処 理 業 は 専 ら 自 由 競 争 に 委 ね ら れ る べ き 性 格 の 事 業 と は 位 置

づ け ら れ て い な い 』と 判 断 さ れ て い ま す 。 よ っ て 、本 町 に お け る ご み 排 出 量

に 対 し て 収 集 運 搬 許 可 業 者 の 処 理 能 力 が 上 回 っ て い る 現 状 を 鑑 み 、新 規 事 業

者 の 収 集 運 搬 許 可 は 行 い ま せ ん 。  

し か し 、家 庭 系 ご み の 収 集 業 務 委 託 の 公 平 性・透 明 性 を 確 保 す る こ と も 重

要 な 視 点 で あ る こ と か ら 、制 限 を 付 し た 競 争 入 札 の 実 施 な ど 、多 様 な 方 策 を

検 討 し て い き ま す 。  
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施 策 4 ご み 処 理 手 数 料 の 見 直 し 検 討                  

 

 引 越 し や 大 掃 除 に よ る 一 時 多 量 ご み や 事 業 系 ご み に つ い て は 、揖 龍 ク リ ー

ン セ ン タ ー へ 直 接 搬 入 さ れ て お り 、 10 キ ロ に つ き 150 円 （ 事 業 系 ご み に つ

い て は 、 100ｋ ｇ 未 満 1,500 円 ） 徴 収 し て い ま す が 、 今 後 の 施 設 整 備 や 資 源

高 騰 な ど に 対 応 す る た め 、近 隣 市 町 の 手 数 料 を 参 考 に し 、必 要 に 応 じ て 手 数

料 の 見 直 し を 検 討 す る よ う 揖 龍 保 健 衛 生 施 設 事 務 組 合 に 要 請 し ま す 。  
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第 3 節  将来予測  

（1）人口の将来予測  

本 計 画 に お け る 本 町 の 将 来 人 口 は 、厚 生 労 働 省 の 政 策 研 究 機 関 で あ る 国

立 社 会 保 障 ・ 人 口 問 題 研 究 所 が 平 成 30 年 に 公 表 し た 日 本 の 地 域 別 将 来 推

計 の 平 成 31 年 3 月 暫 定 版 を 基 に 、中 間 目 標 年 度 で あ る 令 和 6 年 度 を 32,848

人 、 最 終 目 標 年 度 で あ る 令 和 11 年 度 は 31,934 人 と し ま す 。  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

34,190 33,845 33,412 33,271 33,130 32,989 32,848 32,706 32,513 32,320 32,127 31,934

西　暦

和　暦

人　口

31,500

32,000

32,500

33,000

33,500

34,000

34,500

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

将来人口推計
（人口）

 
出典：国立社会保障・人口問題研究「日本の地域別将来推計人口（平成 30

年推計）平成 31 年 3 月暫定版より」  

 

（2）ごみ排出量及び処理量の将来予測  

 

ご み の 排 出 に 関 し て は 、既 存 施 策 効 果 は 継 続 す る が 、新 た な 施 策 効 果 の 測

定 が 困 難 な た め 、 平 成 30 年 度 か ら 20 年 後 の 令 和 20 年 度 に １ 人 1 日 あ た り

の ご み 排 出 量 が ５ ％ 削 減 さ れ る も の と し た 、長 期 的 な 視 点 を 考 慮 し た 形 で 推

計 （ ト レ ン ド 予 測 ） し て い ま す 。  

※ ト レ ン ド 予 測 と は 、過 去 の 実 績 値 の 増 減 傾 向 を 基 に 、最 小 二 乗 法 、等 差 級

数 法 、等 比 級 数 法 、対 数 回 帰 法 等 で 推 計 す る も の で す 。な お 、推 計 値 が 他 の

事 例 や 過 去 の 実 績 等 と 比 較 し 、過 大 ・ 過 小 と な ら な い よ う 、適 切 な 方 法 を 選

択 し ま す 。  
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推 計 方 法  考 え 方  

最 小 二 乗 法 等  

差 級 数 法 等 

比 級 数 法 

増 加 や 減 少 が 安 定 し た 傾 向 を 示 し 、推 計 対 象 物 の 性 格 や

他 事 例 か ら 今 後 も こ の 傾 向 が 続 く と 考 え ら れ 場 合 に 

採 用  

対 数 回 帰 法  
増 加 や 減 少 傾 向 が 徐 々 に 緩 和 さ れ る 傾 向 を 示 し 、今 後 も

こ の 傾 向 が 続 く と 考 え ら れ る 場 合 に 採 用  

平    均  

長 期 的 に は 増 減 を 繰 り 返 し な が ら も 横 ば い 傾 向 を 示 す

が 、ト レ ン ド 法 で は 過 大 過 小 と な る な ど 、推 計 が 困 難 と

判 断 さ れ る 場 合 に 採 用  

指  定  年  
過 去 の 実 績 値 が な い 、 あ る い は 分 別 区 物 の 変 更 等 に よ

り 、 将 来 推 計 を 行 う う え で 参 考 と な ら な い 場 合 に 採 用  

 

 

ごみ排出量推計  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

10,508 10,353 10,200 10,119 10,041 9,961 9,883 9,808 9,722 9,640 9,553 9,472

西　暦

和　暦

ごみ排出量

8000

9000

10000

11000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ごみ排出量推計（t）
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内  家庭系ごみ分  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

普通ごみ 5,738 5,665 5,593 5,569 5,546 5,522 5,498 5,475 5,442 5,410 5,378 5,345

資源ごみ 413 400 388 378 368 358 348 339 329 319 308 298

粗大ごみ 576 568 561 559 556 554 552 549 546 543 539 536

集団回収 254 251 248 247 245 244 243 242 241 239 238 237

がれき等 760 724 694 672 653 636 620 604 590 577 564 551

7,741 7,608 7,484 7,425 7,368 7,314 7,261 7,209 7,148 7,088 7,027 6,967

西　暦

和　暦

家庭系

ごみ

家庭系ごみ合計

6500

6800

7100

7400

7700

8000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

家庭系ごみ排出量推計（t）

 

 

内  事業系ごみ  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

普通ごみ 2,373 2,354 2,332 2,314 2,296 2,278 2,256 2,237 2,219 2,201 2,179 2,161

粗大ごみ 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44

産業廃棄物 347 343 336 332 329 321 318 314 307 303 299 296

その他特殊ごみ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2,767 2,745 2,716 2,694 2,673 2,647 2,622 2,599 2,574 2,552 2,526 2,505

西　暦

和　暦

事業系

ごみ

事業系ごみ合計

2000

2200

2400

2600

2800

3000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

事業系ごみ排出量推計（t）
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ごみ処理量推計  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

9,494 9,378 9,258 9,200 9,143 9,081 9,020 8,962 8,891 8,824 8,751 8,684

7,674 7,511 7,344 7,239 7,135 7,027 6,966 6,908 6,837 6,770 6,697 6,630

1,820 1,867 1,914 1,961 2,008 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054 2,054

254 251 248 247 245 244 243 242 241 239 238 237

760 724 694 672 653 636 620 604 590 577 564 551

10,508 10,353 10,200 10,119 10,041 9,961 9,883 9,808 9,722 9,640 9,553 9,472

24.6% 25.0% 25.6% 26.0% 26.5% 27.0% 27.1% 27.1% 27.2% 27.3% 27.4% 27.5%

ごみ処理量

リサイクル率

西　暦

和　暦

資源回収量

中間処理施設搬入量

（再資源化搬出量）

直接最終処分量

（中間処理量）

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

ごみ処理量推計（t）

 
 

第 4 節  計画の推進  

（1） 計画の推進体制  

  

本 計 画 は 、 ご み の 減 量 及 び 排 出 さ れ た ご み を 最 大 限 資 源 化 す る と と も に 、

住 民 協 働 に よ る 取 組 み の 推 進 体 制 を 基 本 と し て い ま す 。  

 行 政 が 主 体 の ご み 処 理 を 推 進 す る の で は な く 、住 民 や 事 業 者 も 一 体 と な っ

た 協 働 に よ る 取 組 み が 必 要 と な り ま す 。住 民 ・事 業 者 ・ 行 政 の 三 者 が ご み 処

理 の 現 状 ・ 問 題 点 を 認 識 す る と と も に 、 本 計 画 の 理 念 や 目 標 な ど を 共 有 し 、

互 い に 連 携 を 図 り な が ら 、 そ れ ぞ れ の 役 割 と 責 務 を 果 た す こ と が 重 要 で す 。 

 計 画 を 推 進 す る に あ た っ て は 、施 策 の 進 捗 状 況 や 達 成 状 況 を 点 検・評 価 す

る 仕 組 み が 必 要 と な る こ と か ら 、計 画 の 実 施 状 況 や 見 直 し 内 容 等 に つ い て は 、

広 報 や ホ ー ム ペ ー ジ を 活 用 し て 広 く 住 民 や 事 業 者 に 情 報 を 公 開 し 、そ れ に 対

す る 意 見 を 今 後 の 施 策 に 反 映 さ せ て い く こ と と し ま す 。  
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（2）計画の進行管理  
  
 推 進 体 制 に よ り「 計 画 の 策 定（ Plan）」→「 計 画 の 実 行（ Do）」→「 点 検 ・

評 価 （ Check）」 → 「 計 画 の 見 直 し （ Action）」 の サ イ ク ル で 、 計 画 の 継 続 的

な 改 善 を 行 い ま す 。  

 

Plan 

計 画 の 策 定  

Do 

計 画 に 基 づ く 施

策 の 実 施  

Check 

計 画・施 策 の 評 価  

Act 

計 画・施 策 の 見 直

し  

PDCA サ イ ク ル の確 立  
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 第 1 節  生活排水処理の現状  

   （1）生活排水処理の概要  

 

 生 活 排 水 は 、 し 尿 （ ト イ レ の 水 ） と 生 活 雑 排 水 （ 台 所 排 水 、 洗 濯 排 水 、 

風 呂 排 水 等 ） の ２ つ に 大 き く 分 類 さ れ ま す 。  

 本 町 で は 公 共 下 水 道 整 備 事 業 の 進 捗 に 伴 い 、ほ と ん ど の 生 活 排 水 を 公 共  

下 水 道 で 処 理 し 、 下 水 道 水 洗 化 率 は 96.78％ に 達 し 、 残 り は 浄 化 槽 及 び 

し 尿 汲 み 取 り で 処 理 し て い ま す 。  

 

H26 H27 H28 H29 H30

人 口 （人） (1) 34,452 34,355 34,330 34,308 34,190

処 理 人 口 （人） (2) 34,427 34,330 34,305 34,284 34,166

水 洗 化 人 口

（ 下 水 道 ）
（人） (3) 33,235 33,162 33,159 33,159 33,065

普 及 率 （％） (2)／(1) 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93

水 洗 化 率 （％） (3)／(2) 96.54 96.60 96.66 96.72 96.78

区分

 

95

96

97

98

99

100

31,500

32,000

32,500

33,000

33,500

34,000

34,500

35,000

H26 H27 H28 H29 H30

人口・普及率及び水洗化率

人口 普及率 水洗化率

（単位：%）
（単位：人）

 

 

第 5 章  生活排水処理基本計画  
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 （2）し尿・浄化槽汚泥処理量の推移  

  

 近 年 に お け る 本 町 の し 尿 汲 み 取 り・浄 化 槽 汚 泥 処 理 量 は 、し 尿 汲 み 取 り 量

が 減 少 傾 向 に あ る も の の 、 浄 化 槽 処 理 量 は 横 ば い で 推 移 し て い ま す 。  

（単位：kℓ）
H26 H27 H28 H29 H30

778.00 731.00 712.38 741.43 743.81

644.00 576.00 490.80 420.75 378.18生し尿

年度

浄化槽

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

H26 H27 H28 H29 H30

し尿・浄化槽汚泥処理量実績

浄化槽 生し尿

（kℓ/年）
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処理フロー図 ：　現　在

汚泥 　　　　汚泥

 し尿

未処理水

処理水 処理水

処理水

処理フロー図　：　将　来

 処理水

揖保川

流域下水道

下水道処理施設

公共用水域（河川及び海域）への放流

揖保川

流域下水道 し尿処理施設

（揖龍衛生処理場）

下水道処理施設

公共用水域（河川及び海域）への放流

生　活　排　水

し　尿     　　　         　生活雑排水

公共下水道

生　活　排　水

し　尿     　　　　　　          　生活雑排水

公共下水道 合併浄化槽
単独

浄化槽

し尿

汲み取り
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し尿処理施設の概要  

施設名 揖龍衛生処理場

管理主体 揖龍保健衛生施設事務組合

構成市町 たつの市・太子町

所在地 たつの市揖西町佐江110-1

敷地面積 10,038㎡

竣工年度 昭和57年3月

ごみ処理施設

施設面積：建築延床面積802.83㎡

　　　　　延床面積1936.21㎡

　　　　　地下水槽部1590.15㎡

処理方式：前処理及び脱水処理したのち下水道排水

処理能力 29kℓ/日（し尿＋汚泥）
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第 2 節  生活排水の将来予測  

（1）人口水洗化率の将来推計  

 

本 町 で は 、ほ ぼ 全 域 が 下 水 道 処 理 区 域 と し て 整 備 さ れ た た め 、今 後 は 浄 化

槽 又 は し 尿 汲 み 取 り 槽 か ら の 切 り 替 え を 促 進 し 、最 終 的 に は す べ て の 生 活 排

水 を 下 水 道 で 処 理 す る こ と を 目 指 し ま す 。  

本 町 は 、行 政 区 域 の 全 域 を 生 活 排 水 処 理 区 域 に 設 定 し て お り 、行 政 人 口 の

減 少 に よ る 水 洗 化 人 口 の 自 然 減 や 公 共 下 水 道 の 新 規 接 続 に よ っ て 、水 洗 化 率

は 緩 や か に 上 昇 す る と 予 測 さ れ ま す 。  

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

人 口 （人） (1) 33,845 33,412 33,271 33,130 32,989 32,848 32,706 32,513 32,320 32,127 31,934

処 理 人 口 （人） (2) 33,821 33,389 33,248 33,107 32,966 32,825 32,683 32,490 32,297 32,105 31,912

水洗化人口

（下水道）
（人） (3) 32,753 32,253 32,237 32,120 32,003 31,886 31,768 31,600 31,432 31,263 31,095

普 及 率 （％） (2)／(1) 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93 99.93

水 洗 化 率 （％） (3)／(2) 96.84 96.60 96.96 97.02 97.08 97.14 97.20 97.26 97.32 97.38 97.44

西暦

和暦

 

 

95

95.5

96

96.5

97

97.5

98

98.5

99

99.5

100

31,500

32,000

32,500

33,000

33,500

34,000

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

人口・普及率及び水洗化率

人口 普及率 水洗化率

（単位：%）（単位：人）
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（2）し尿・浄化槽汚泥処理量の将来予測  

 

 し 尿 汲 み 取 り・浄 化 槽 汚 泥 処 理 量 は 、下 水 処 理 へ の 移 行 等 に よ り 徐 々 に 減

少 す る と 予 測 さ れ ま す 。  

単位：kℓ
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

743.36 745.15 742.47 742.02 741.58 741.13 740.69 740.24 739.79 739.35 738.90

377.95 378.86 377.50 377.27 377.05 376.82 376.59 376.36 376.14 375.91 375.68

西暦

年度

浄化槽

生し尿

（人

口）

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11

し尿・浄化槽汚泥処理量推計

浄化槽 生し尿

（kℓ/年）

 

 

 

第 3 節  生活排水処理基本計画  

１．基本方針  

  

 生 活 環 境 と 公 共 用 水 域 の 水 質 保 全 を 図 る た め 、生 活 排 水 に つ い て は 、引 き

続 き 公 共 下 水 道 へ の 接 続 に よ り 、未 処 理 の ま ま 河 川 に 放 流 さ れ る こ と の な い

よ う 安 定 か つ 確 実 に 処 理 を 行 い ま す 。  
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２．し尿・汚泥処理計画  

 
（1）収集運搬計画  

 

し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 の 収 集 量 は 、公 共 下 水 道 へ の 接 続 に よ り 微 減 と 予 測 さ

れ ま す が 、一 定 量 の 収 集 需 要 が あ る た め 現 状 ど お り 、し 尿 、浄 化 槽 汚 泥 共 に

計 画 処 理 区 域 内 全 域 を 収 集 範 囲 と し た 収 集 ・ 運 搬 体 制 を 今 後 も 維 持 し ま す 。 

 

（2）処理計画  

 

 し 尿 及 び 浄 化 槽 汚 泥 の 処 理 状 況 は 、近 年 の 生 活 環 境 向 上 施 策 に 伴 う 公 共 下

水 道 の 整 備 に よ り 、 生 活 排 水 全 般 の 処 理 形 態 が 水 洗 化 へ 移 行 し て い ま す が 、

一 部 非 水 洗 化 家 庭 も 現 存 す る こ と か ら 、し 尿 処 理 施 設 の 処 理 を 継 続 す る 必 要

が あ り ま す 。  

 

３．生活雑排水対策  

 
（1）浄化槽対策計画  

 

本 町 で は 浄 化 槽 管 理 者 に 対 し て 、浄 化 槽 法 に 基 づ い た 定 期 的 な 保 守 点 検 と

清 掃 の 実 施 に つ い て 啓 発 、指 導 を 行 い 、ま た 、公 共 下 水 道 処 理 区 域 内 の 浄 化

槽 に つ い て は 下 水 道 へ の 切 り 替 え を 求 め て い き ま す 。  

 

（2）生活雑排水対策  

 

 住 民 の 生 活 雑 排 水 に 対 す る 意 識 を 高 め る た め 、町 の 広 報 紙 や ホ ー ム ペ ー ジ

等 に よ り 、 そ の 排 水 が 環 境 に 負 荷 を 与 え て い る こ と を 広 く 周 知 し ま す 。  

ま た 、自 治 会 や 小 学 校 に 対 し て 、家 庭 で 実 践 で き る 生 活 雑 排 水 対 策 に つ い

て 学 習 会 を 実 施 し 、 協 働 に よ る 水 環 境 の 保 全 を 推 進 し ま す 。  
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太子町一般廃棄物処理基本計画内の用語解説  

用   語  用  語  の  解  説  

安定型最終処分場  地下水などが汚染される恐れのない瓦礫類やコンクリートくずが

埋立てられる処分場のことです。  

ＥＳＤ  持続可能な開発を実現するために発想し行動できる人材を  

教育することです。  

一般廃棄物  廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた産業廃棄

物以外の廃棄物で、一般的には、燃やすごみ、燃やさないごみ、

粗大ごみ、資源ごみなどの総称です。  

ＡＩ技術  人間の知的ふるまい（認識 、推測など）をコンピューターでも  

可能にする技術のことです。  

大阪湾フェニックス計画  大阪湾圏域の広域処理対象区域（近畿 2 府 4 県 168 市町

村）から発生する廃棄物を大阪湾に埋立て処分し、大阪湾圏

域の生活環境の保全を図っています。  

家庭系ごみ  一般廃棄物のうち、家庭の日常生活から排出されるごみのこと

です。  

浄化槽  水洗式便所と連結してし尿及び雑排水を処理し、終末処理  

下水道以外に放流する設備です。  

協働  住民等と行政が相互の特性を認識し、尊重 し合い、相互の  

資源を出し合い対等の立場で共通する目的の実現に向け、  

協力・協調し活動することです。  

小型家電リサイクル認定  

事業者  

国 より小 型 家 電 の適 正 なリサイクルを実 施 する者 として 、  

レアメタルなどの有 用 資源 を選別 し 、回 収 、再 資 源 化 する  

事業者として認定されています。  

小型家電リサイクル法  デジタルカメラ、ゲーム機などの小型電子機器等に含まれる金

やレアメタル等の有用金属を回収し、資源環境を行うことに  

よって廃棄物の適正処理及び資源の有効利用の確保を図る  

ことを目的に制定された法律です。  

災害廃棄物  廃棄物処理法上、災害廃棄物という定義がないため、災害で

発生したごみとします。  

産業廃棄物  廃棄物の処理及び清掃に関する法律に定められた一般廃棄

物以外の廃棄物で、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、  

燃え殻、汚泥、廃油など 20 種類の廃棄物です。  

事業系ごみ  事業活動に伴って店舗、会社、工事、事務所、病院等から排出

される一般廃棄物のことです。  
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用   語  用  語  の  解  説  

持続可能な社会  地球環境や自然環境が適切に保全され、将来の世代が必要と

するものを損なうことなく、現在の世代の要求を満たすような  

開発が行われている社会のことです。  

集団回収  自治会、子ども会、PTA 等の地域団体が自主的に各家庭の  

協力を得て、日時を決めて缶 ・古紙 ・布類を集め、事業者に  

引き渡す活動のことです。  

循環型社会  大量生産 、大量消費 、大量廃棄型社会に変わるものとして、  

資源やエネルギーを循環的に利用する社会形成を目指した  

概念です。  

循環型社会形成推進交付金

制度  

市町村が 3R を総合的に推進するため、広域的かつ総合的に

廃棄物処理施設 、リサイクル施設を整備する計画を作成し、  

計画に位置づけられた施設整備に交付金を交付します。（補助

対象事業費の 1/3）  

食品ロス  売れ残りや食べ残し、期限切れの食品など、本来は食べられる

はずの食品が廃棄されることです。  

ステーション方式  区域ごとに設置したごみステーションに各家庭のごみを排出

してもらい収集する方式のことです。  

ストックヤード  一時的に保管するスペースのことです。  

３R（スリーアール）  リデュース：Re duc e 発生抑制 、リユース：R eu se 再使用 、  

リサイクル：R e c y c l e 再資源化の 3 つの頭文字をとって  

「3R」と表記しています。  

生活排水処理区域  生活排水とは、トイレの水（し尿）と生活雑排水（台所排水 、  

洗濯排水、風呂排水等）を言い、これらを処理する区域のこと  

です。  

チャットボット  会話とロボットを組み合わせた言葉で、AI を活用した「自動会

話プログラム」のことです。データベースに蓄積されたシナリオや

設定された回答を選択して会話するように住民からの質問に  

回答します。  

トレンド法  過去の傾向が今後も同様に推移するという考え方による将来

推計の手法です。  

フードドライブ  家庭で余っている食べ物を持ち寄り、フードバンク等を通じて  

福祉団体、施設に寄付することです。  

フードバンク  食品企業の製造過程で発生する規格外品などを引き取り、  

福祉施設等へ無料で提供する団体や活動のことです。  
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用   語  用  語  の  解  説  

容器包装リサイクル法  容器包装廃棄物を資源として有効活用することにより、ごみの

減量化を図る法律です。  

リサイクル率  （中間処理後再生利用料＋集団回収量 /ごみ処理量＋集団  

回収量）×100 で算出される値で、ごみとして排出されたものの

うち、再利用されている割合を示します。  

リデュース  資源を効率的に使用し、製品を作り、また、長時間使用すること

により廃棄物になる量を抑制することです。  

リユース  使い捨てせず、繰り返し使用することです。  

 


